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わたくしたち埼玉県獣医師会員は、それぞれの
職域において、その責務を遂行し、県民の福祉
増進に寄与するため、ここに会員憲章を定めま
す。
わたくしたち埼玉県獣医師会員は

１．動物の生命を守り、ひとびとの生活を豊
かにしよう

１．獣医学術を研鑽向上し、確信を持って業
務に邁進しよう

１．動物愛護思想を向上し、心豊かな生活を
しよう

１．環境衛生を向上し、福祉増進の実をあげ
よう

１．職域を尊重し、倫理の昂揚をはかろう

公益社団法人 埼玉県獣医師会員憲章
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狂犬病予防注射接種率の向上について
公益社団法人埼玉県獣医師会　会　長　髙橋　三男

狂犬病予防委員会　委員長　渋谷　正志

　今年度の集合狂犬病予防注射は４月２日から開始をしましたが、新型コロナウイルスの感染拡大防止によ
り、４月７日に緊急事態宣言が発令されました。これにより、35市町村が全て中止、11市町村が一部中止を
余儀なくされ、例年どおりの規模で実施できたのは15市町村でした。その実施頭数は9,701頭と昨年度の
76,196頭に対し僅か12.7％の実施率に留まっています。
　先日はフィリピンからの入国者が国内で狂犬病を発症して死亡しましたが、昨年の埼玉県内の犬の登録頭
数に対する注射済票の交付数はWHOが推奨する接種率70％をわずかに下回っています。さらに未登録犬の
存在も示唆されていることから、さらなる接種率の向上を図る必要があります。厚生労働省は今年度は12月
末日まで予防注射の期間を延長しています。これを受け、以下のとおり、集合注射をすべて中止あるいは一
部中止した市町村長あてに秋季における集合注射の実施を含め、接種率の向上について依頼をさせていただ
いたところです。市町村から相談があった場合は実現に向けて積極的に協議していただきますようお願い申
し上げます。

写
埼 獣 発 第 4 7 号
令和2年 7月 3日

各市町村長様
公益社団法人埼玉県獣医師会　
会　　　長　髙　橋　三　男
狂犬病予防委員会　　　　　　
担当副会長　中　村　　　滋
狂犬病予防委員会　　　　　　
委　員　長　渋　谷　正　志

狂犬病予防注射接種率の向上について（依頼）

　　日頃より、当会の活動にご協力をいただきありがとうございます。
　今年度の集合狂犬病予防注射につきましては４月２日から開始させていただきましたが、新型コロナ
ウイルスの感染拡大により、４月７日に緊急事態宣言が発令されました。これにより、市町村によって
は即時中止を含め、集合注射の中止や延期を余儀なくされ、６月27日をもって全ての日程を終了させて
いただきましたが、その実施頭数は9,701頭と昨年度の76,196頭を大きく下回り、僅か12.7％の実施率
に留まっています。また、日本獣医師会の集計によると、全国でも緊急事態宣言を受けて多くの市町村
で中止をされているところです。
　この間、各市町村におかれましては病院注射の推奨などにより、接種率の向上に努めていただいてい
るところではありますが、５月22日にはフィリピンからの入国者が国内で狂犬病を発症したことが公表
され、この患者は６月13日に死亡しました。その後、静岡新聞、産経新聞、茨城新聞などがこの間題を
取り上げ、狂犬病予防注射の接種率の低下に警鐘が鳴らされています。また、静岡県では飼い犬を登録
せずに狂犬病予防接種を怠った飼い主が書類送検されています。
　近年、埼玉県内の犬の登録頭数に対する接種割合は年々減少の一途をたどり、昨年度は世界保健機関
（WHO）がガイドラインで定める70％を下回る69.9％でした。一昨年は全国では71.3％の接種率でした
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が、ペットフード協会が推定する国内の飼育頭数に対しては49.9％となっていることから、さらに高い
接種率が必要とされているところです。
　現在世界中を感染の渦に巻き込んでいる新型コロナウイルスですが、すでに治療薬やワクチンの開発
が世界中の有能な研究者によって競い合って進められており、近い将来、安全安心な治療薬及び有効な
ワクチンの実用化により、新型コロナウイルス感染症は終息するものと大いに期待されているところで
す。しかし、狂犬病はこれだけ科学が進歩した現代でも未だに治療薬が開発されておらず、発症した人
はそのほとんどが死亡する恐ろしい病気です。厚生労働省の発表では、この地球上で今でも10分間に一
人、年間では５万人の尊い命が失われています。しかし、我が国では、昭和24年に九州出身衆議院議員、
獣医師の原田雪松先生の立案で議員立法により制定された狂犬病予防法で、狂犬病予防注射の接種が義
務化され、平成12年には次官通達により都道府県知事から市町村長に権限が委任されて現在に至ってお
り、このため、昭和31年以降国内では狂犬病の発生が未然に防がれているところです。
　このような状況のなか、来年はオリンピック・パラリンピックが開催され、世界中からたくさんの人々
を迎えることになります。狂犬病の発生を最大限の体制で阻止することにより、安心して日本に来てい
ただくことが現在我々に与えられた大きな責務であります。埼玉県議会においても令和元年９月定例会
で、自民党所属の宮崎吾ー議員がこの間題を取り上げ、オリンピック・パラリンピックに向け、減少傾
向にある接種率の向上にどのように取り組むのか質問しています。県当局は「市町村や獣医師会との連
携を密にするとともに、あらゆる機会を捉えて飼い主への啓発を行い、接種率の向上に努めてまいりま
す。」と答弁しています。
　厚生労働省は、平成23年の東日本大震災、平成28年の熊本地震の発生によるやむを得ない事情に続い
て、本年についても12月末日まで予防注射の期限を延ばす対応をしたところです。これはとりもなおさ
ず、新型コロナウイルスの感染拡大防止の影響で低下したであろう接種率を再び70％以上に引き上げる
ための措置であります。今こそ、県と市町村と獣医師会が手を携えてこれに応えなければなりません。
　我々埼玉県獣医師会の見解としては、接種率を限りなく100％に近づけることを目指すべきと思って
おります。６月24日に知事公館で開催された埼玉県狂犬病予防協会役員会に、埼玉県獣医師会の開業部
会幹部もオブザーバーとして出席させていただき、情報を共有したうえで会議終了後に協議を行い、今
後、行政から集合注射実施の要請があれば、春の集合注射と同様かそれに準じた方法により実施するこ
とに獣医師会として責任をもって対応することで意見が一致したところです。
　各市町村長におかれましては、狂犬病予防法に基づく狂犬病予防注射の接種率の向上に向け、今後、
暑熱や寒冷の時期を避けた秋季での集合注射について、たとえば土曜日や日曜日の午後１時30分から午
後３時までの間に効率的に実施するなど、地域の獣医師会所属獣医師とよく協議をしていただき、実施
を検討される場合は、その実現に向け公益社団法人として最大限の協力をさせて頂く所存でおりますの
で、是非ともご検討いただきますようお願い申し上げます。

令和２年度ソフトボール大会の開催中止について
厚生委員会　委員長　別部　博司

　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言により、多くの市町村で集合狂犬病予防注射が中止
または延期を余儀なくされました。これにより狂犬病予防注射の接種率が低下することが懸念されています。
また、厚生労働省が予防注射の実施時期を12月末日まで延長したことから、各市町村長に対し、秋季におけ
る集合注射の実施も含めた接種率の向上について依頼しているところですが、これを受け今後の集合注射の
実施を検討している市町村もあるところです。
　ソフトボール大会につきましては、例年スポーツの日（旧体育の日・10月第２月曜日）に開催を計画して
おりますが、今年度はオリンピック・パラリンピックの関係でスポーツの日が７月24日に変更されているこ
とから、例年と同時期の10月中旬を目途に大宮けんぽグラウンド（さいたま市）を管理するさいたまスポー
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ツコミッションと調整をしていたところですが、秋季に集合注射が計画された場合は日程が重複する恐れが
あります。
　このような状況のなか、今後の集合注射の計画状況や新型コロナウイルス感染症の発生動向、延期した場
合の開催時期や会場確保など多くの問題があります。そのため、延期という選択はせず、今年度のソフトボー
ル大会につきましては、厚生委員会を書面協議として各委員に協議をしたところ、全員の賛成により今年度
のソフトボール大会を中止することを決定しました。
　昨年度の豚熱（CFS）の県内発生に伴う開催中止に引き続いて、2年連続での開催中止となり、まことに
残念ですがご了承いただきますようお願いします。

第１回厚生委員会
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和２年７月15日付けで各委員あての書面により次の事項を協
議した。
協議事項
　令和２年度ソフトボール大会の開催中止について
　ソフトボール大会の開催中止について協議したところ、委員全員の賛成により承認された。

会 務 報 告

広告
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新　入　会　員
新入会員報告

支　部　名 氏　　　　　名 勤　　務　　先
団　体 今　井　雄　大 さいたま市・アイ動物病院

〃 木　村　英　理 入間市・ぶし動物病院
〃 船　渡　和　佳 久喜市・たぐち動物病院
〃 大　森　万里奈 加須市・高橋動物病院
〃 浪　越　末　来 加須市・高橋動物病院
〃 早　川　みずき 加須市・高橋動物病院

勤務部会
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ひ　ろ　ば Webセミナー開催報告
学術委員会　委員長　髙橋　　一成

情報検討委員会　委員長　宗像　俊太郎

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、支部講習会も開催中止や延期を余儀なくされているところです
が、令和２年６月28日（日）に埼玉県獣医師会として初となるWebセミナーを下記により開催しました。名
古屋市獣医師会副会長の鈴村直広先生のご協力により、当会ホームページのトップページにURLをリンク
をさせていただき、視聴希望者にIDとパスワードを事前配布する方法でライブ配信を実施したところ、73
名の会員に視聴していただき無事終了しました。なお、次回は９月６日（日）に開催することを計画してい
ます。

記
１　開催日時：令和２年６月28日（日）14:00～16:00
２　開催方法：Webセミナー（ロサンゼルスからのLive講演）YouTubeで配信
３　講　　師：西山ゆう子先生（米国在住、日・米獣医師、シェルターメディスン、獣医法医学医）
　　　　　　　元ビレッジ・ベテリナリーホスピタル（ロサンゼルス）院長
　　　　　　　動物虐待問題、保護動物医療、獣医法医学に精通
４　内　　容：新型コロナ禍の米国の動物病院－ニューノーマルへの対応（飼い主に対して、動物に対して）・

FIPの新薬（GS441524）に関する情報・乳児期及び子猫の臨床
５　参 加 料：無料

＜受講者内訳＞

受講者 さいたま市支部 南支部 西支部 北支部 東支部

73名 17名 12名 15名 8名 21名

第２回Webセミナー開催予告
学術委員会　委員長　髙橋　　一成

情報検討委員会　委員長　宗像　俊太郎

　現在、第２回Webセミナーを動物看護師向けの内容として下記のとおり計画しています。
　内容が決定次第開業部会各支部学術委員からご案内させていただきます。

記
１　開催日時：令和２年９月６日（日）13:30～16:00
２　開催方法：Webセミナー　YouTubeで配信予定
３　講習内容
　⑴　第１部
　　　「アメリカの動物看護師の職域と現況」講師：西山ゆう子先生（米国在住　獣医師）
　⑵　第２部
　　　「愛玩動物看護師法および愛玩動物国家試験について（質疑応答、総合ディスカッション）」
　　　講師：環境省及び農林水産省の関係職員を予定
　　　　　　　　　現役動物看護師、学生、獣医師から集めたアンケートに答えていただく予定
４　受講対象者：動物看護師、専門学校学生、獣医師
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第74回愛鳥週間野生生物保護功労者表彰
　西支部比企分会の小山正人先生におかれましては、日頃から傷病野生鳥獣保護治療事業及び侵略的外来生
物対策事業にご尽力いただいておりましたが、この度その功績が認められ、第74回愛鳥週間野生生物保護功
労者表彰において、環境省自然環境局長賞を受賞
されることになりました。５月10日（日）に東京
都港区（虎ノ門ヒルズフォーラム）で常陸宮同妃
殿下ご臨席のもと開催される第74回愛鳥週間「全
国野鳥保護のつどい」で行われる「野生生物保護
功労者表彰式」において表彰される予定でしたが、
新型コロナウイルス感染症の影響により「つどい」
及び「表彰式」の開催が中止となりました。この
ため、表彰状が埼玉県環境部みどり自然課を経由
し、埼玉県獣医師会に送付されましたので、ご紹
介させていただきます。 環境省自然環境局長賞

広告
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お 知 ら せ

畜安第３３２－４号
令和２年７月１日

公益社団法人埼玉県獣医師会　会長　髙橋　三男　様

埼玉県農林部畜産安全課　　　
課長　野澤　裕子（公印省略）

特定家畜伝染病防疫指針の全部変更及び同指針に基づく発生予防及びま
ん延防止措置の実施に当たっての留意事項についての全部改正（口蹄疫等
４疾病）について（通知）

　日頃より、家畜衛生行政の推進につきまして、御協力いただき感謝申し上げます。
　さて、特定家畜伝染病防疫指針については、別添のとおり全部変更した旨公表されました（令和２年
７月１日付け官報号外第136号）。
　これに伴い、口蹄疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエン
ザに係る標記留意事項について、同日付け２消安第1567号により農林水産省消費・安全局長から通知が
ありましたので、御了知いただくとともに、貴会会員への周知及び本病の発生予防及びまん延防止措置
等への御協力をよろしくお願いいたします。

記
１　令和２年７月１日付けで全部改正された特定家畜伝染病防疫指針
　　⑴口蹄疫、⑵牛疫、⑶牛肺疫、⑷豚熱、⑸アフリカ豚熱、⑹高病原性鳥インフルエンザ及び低病原
性鳥インフルエンザ
　※　指針については、下記ＵＲＬからダウンロードしてください。
　　　農林水産省ＨＰ（https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_bousi/）

２　１の主な変更点
　⑴　共通事項
　　・　家畜の所有者、飼料の製造業者等の責務を明記
　⑵　口蹄疫
　　・　野生動物で陽性確認した際の通行の制限・移動制限区域の設定等に係る規定
　　・　予防的殺処分を実施する場合の範囲の規定（半径500m～３km以内）　等
　⑶　豚熱
　　・　野生動物で陽性確認した際の通行の制限・移動制限区域の設定等に係る規定　等

※別添省略
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事 務 連 絡
令和２年６月30日

地方獣医師会会長　各位

公益社団法人　日本獣医師会　　　
副会長兼専務理事　境　　　政　人

動物用医薬品等取締規則の一部を改正する省令の制定について

　このことについて、令和２年６月16日付け事務連絡をもって、農林水産省消費・安全局畜水産安全管
理課課長補佐（薬事審査管理班担当）から、別添のとおり通知がありました。
　このたびの通知は、動物用医薬品等取締規則の一部を改正する省令（令和２年農林水産省令第42号）
が公布・施行されたことを受けて、トラセミドを有効成分とする製剤が指定医薬品及び要指示医薬品に
指定されたことの周知を依頼されたものです。
　つきましては、貴会関係者に周知方よろしくお願いいたします。

令和２年７月吉日
公益社団法人　日本獣医師会
会員動物病院　各位

公益財団法人　日本動物愛護協会

「イヌ・ネコの熱中症予防対策マニュアル2020」配布について

　拝啓　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は動物愛護事業にご理解とご協力を賜
り、厚く御礼申し上げます。

　さて、本協会では本年も多く起こると思われる熱中症に関して、犬や猫も対策を行い異変があれば動
物病院での診療を受けることを推奨し、犬や猫の熱中症をゼロにするプロジェクトを一般財団法人日本
気象協会とスタートさせ、昨年に続き「イヌ・ネコの熱中症予防対策マニュアル2020」を作成いたしま
した。
　このリーフレットは各日本獣医師会会員動物病院に一部ずつ配布しておりますが、下記メールアドレ
スに、お名前、お電話番号、題名に「熱中症マニュアル希望」、メッセージ本文にお届け先のご住所、
必要部数をご記入ください、ご連絡いただければ上限100部までを本協会より発送いたします。
　犬や猫の熱中症を防ぐためのプロジェクトにご協力ください。
 敬具

記
お申込みは、公益財団法人日本動物愛護協会

お問い合わせフォーム　https://jspca.or.jp/donate/form.phpまで

※別添省略
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公益財団法人日本動物愛護協会
〒107-0062　東京都港区南青山1-15-15　乃木坂パークフロント２F

電話　03（3478）1881　ファックス03（3478）1887
 以上

２日獣発第75号
令和２年７月14日

地方獣医師会会長　各位
公益社団法人　日本獣医師会
会長　藏　内　勇　夫　　　
（公印及び契印の押印は省略）

「家畜伝染病予防法の一部を改正する法律」の施行に伴う輸出入検疫措置
の強化に関する畜産農家等への注意喚起について

　このことについて、令和２年７月１日付け２消安第1579号をもって農林水産省消費・安全局動物衛生
課長から別添のとおり通知がありました。
　このたびの通知は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律（令和２年法律第16号）が令和２年７月
１日に施行されたことを受けて、円滑な水際対策の実施についての協力及び輸出入検疫措置の強化の重
要性についての周知を依頼されたものです。
　つきましては、貴会会員に周知方よろしくお願いいたします。

※別添省略

２日獣発第76号
令和２年７月14日

地方獣医師会会長　各位
公益社団法人　日本獣医師会
会長　藏　内　勇　夫　　　
（公印及び契印の押印は省略）

家畜伝染病予防法の改正について（協力依頼）

　このことについて、令和２年７月１日付け２動検第299号をもって動物検疫所長から別添のとおり通
知がありました。
　このたびの通知は、令和２年３月27日に家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号）の一部が改正され、
令和２年７月１日に施行されたことを受けて、別添のとおり畜産物の輸出入検疫の強化について協力を
依頼されたものです。
　つきましては、貴会会員に周知方よろしくお願いいたします。

※別添省略
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２日獣発第77号
令和２年７月14日

地方獣医師会会長　各位
公益社団法人　日本獣医師会
会長　藏　内　勇　夫　　　
（公印及び契印の押印は省略）

特定家畜伝染病防疫指針に基づく発生予防及びまん延防止措置の実施に当
たっての留意事項についての全部改正について（口蹄疫等４疾病）

　このことについて、令和２年７月１日付け２消安第1567号をもって農林水産省消費・安全局長から別
添のとおり通知がありました。
　このたびの通知は、家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号）の一部改正に伴い、第２条の４にお
いて「関連事業者の責務」が追加された旨の周知を依頼されたものです。
　つきましては、貴会会員に周知方よろしくお願いいたします。

※別添省略

事 務 連 絡
令和２年７月16日

地方獣医師会会長　各位
公益社団法人　日本獣医師会　　　
副会長兼専務理事　境　　　政　人

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

　このことについて、令和２年７月７日付け事務連絡をもって、農林水産省消費・安全局畜水産安全管
理課課長補佐（薬事審査管理班担当）から、別添のとおり通知がありました。
　このたびの通知は、食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件（令和２年６月30日厚生労働省告
示第251号）が告示されたことを受けて、食品、添加物等の規格基準（昭和34年厚生省告示第370号）の
一部が改正された旨の周知を依頼されたものです。
　つきましては、貴会関係者に周知方よろしくお願いいたします。

※別添省略
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地方獣医師会　事務局担当役員　事務局長　各位

　平素より大変お世話になっております。
　さて、このたび獣医師におけるＳＦＴＳの発生事例について、広島県獣医師会から添付資料（同県獣
医師会小動物開業部会員あて通知及び中国新聞記事）をもって情報提供いただきましたので、ご報告申
し上げます。
　つきましては、貴会小動物開業・勤務の会員構成獣医師等に対し、個人防護具の装着等による適切な
感染防護対策の実施について改めて周知くださいますようよろしくお願い申し上げます。

　令和２年７月16日
　公益社団法人日本獣医師会　事務局次長　駒田逸哉

写
広 県 獣 第 5 3 号
令和２年７月６日

小動物開業部会員　様
公益社団法人広島県獣医師会
会　長　木　原　敏　博

（公印省略）

ネコから重症熱性血小板減少症候群（ＳＦＴＳ）ウイルスに感染しＳＦＴＳを発
症したとみられる事例の発生について

　平素から、本会の事業推進に格別なご協力ご理解を賜り厚く感謝申し上げます。
　このことについて、広島県健康福祉局長から、別紙写しのとおり通知がありました。
　ついては、感染予防対策を徹底していただくようお願いいたします。

　猫の診察時には、猫が家から外出するかどうかの確認とダニ予防の確認を行ってください。症状、検
査ではその場ではSFTSと判断できかねませんので、外出歴あり、ダニ予防歴なしの猫の診察時には、
ゴム手袋、ゴーグル、フェイスガード等を装着し診察するようにしてください。

令和２年７月３日
公益社団法人広島県獣医師会会長　様

広島県健康福祉局長　　　　　
〒734-0007広島市南区皆実町1-6-29　

健　康　対　策　課　　　　　　

ネコから重症熱性血小板減少症候群（SFTS）ウイルスに感染し、SFTSを
発症したとみられる事例の発生について（通知）

（ ）
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　平素から、感染症対策の推進について御協力をいただき、厚くお礼を申し上げます。令和２年６月25
日に、県内で、ネコを診察・治療した獣医師が、重症熱性血小板減少症候群（SFTS）に感染した事例
が確認されました。
　当該獣医師は30歳代男性で、治療中にSFTS陽性のネコの体液に触れており、治療11日後に発熱、全
身倦怠感等の症状を呈し、検査の結果、SFTS陽性でした。
　また、厚生労働省及び国立感染症研究所が発行する「病原微生物検出情報Vol.40（No.473）2019年７月」
においても、マダニに直接咬まれたことによらず、SFTSウイルスに感染した動物（ネコやイヌ）との
接触によりSFTSを発症した患者が報告されています。
　ついては、病気のネコやイヌに触れる機会の多い獣医療関係者は、SFTSウイルスの感染リスクがよ
り高いと考えられることから、患畜の取扱いには手袋を着用するなど、標準感染予防策及び必要に応じ
て接触感染予防策を徹底いただくよう貴会会員への周知をお願いします。
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事 務 連 絡
令和２年６月22日

（公財）日本動物愛護協会　御中
（公社）日本動物福祉協会　御中
（公社）日本愛玩動物協会　御中
（公社）日本獣医師会　御中
（一社）日本動物看護職協会　御中
中央ケネル事業協同組合連合会　御中
（一社）ジャパンケネルクラブ　御中
（一社）全国ペット協会　御中
（公社）日本動物園水族館協会　御中
（公社）日本動物病院協会　御中
（一社）日本ペット用品工業会　御中
（一社）ペットフード協会　御中
（一社）優良家庭犬普及協会　御中
（一社）日本ペットサロン協会　御中

環境省自然環境局総務課動物愛護管理室

新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）について（周知）

　日頃より動物愛護管理行政の推進につきまして、ご理解ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
　新型コロナウイルス感染症の拡大防止に資するよう、厚生労働省で開発を進めていた「新型コロナウ
イルス接触確認アプリ（COCOA：COVID-19ContactConfirmingApplication）」が６月19日（金）にリリー
スされました。
　本アプリは、利用者が新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可能性がある場合に通知を受け
ることができるものであり、感染の可能性をいち早く知ることができます。それにより検査の受診など
保健所のサポートを早く受けることや外出自粛など適切な行動を取ることができ、感染拡大の防止につ
ながることが期待されます。なお、個人が特定される情報や、陽性者と接触者（接触の可能性があると
通知を受けた者）との関係についての情報は一切記録されず、プライバシーは十分に保護されています。
　本アプリは利用者が増えることで感染防止の効果が高くなることが期待されますので、貴団体におか
れては、本アプリの活用について、所属の会員団体等に対する周知にご協力いただきますようお願い申
し上げます。

【参考資料１】新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）チラシ
【参考資料２】新型コロナウイルス接触確認アプリについて（概要）
　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html
【参考資料３】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（抜粋）

※参考資料省略
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公益社団法人　日本獣医師会　御中

　貴会におかれましては、日頃から狂犬病予防対策への格段の御理解と御尽力を賜り、厚く御礼申し上
げます。
　新型コロナウイルス感染症に関する「動物を飼育する方向けＱ＆Ａ」につきましては本年４月15日事
務連絡にて作成をお知らせしたところですが、本日付けで内容の更新を行いましたのでお知らせします。
〇厚生労働省HP：動物を飼育する方向けＱ＆Ａ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/doubutsu_qa__00001.html
【主な更新内容】
・問３について記載内容の追記・更新（ネコ・ミンクの感染事例を追記）
・特に問５につきましては、本年６月11日の狂犬病予防法施行規則の改正を踏まえ大幅に追記・修正し
ております。
　狂犬病予防接種「時期」に関する改正であり、予防注射自体を行わなくて良いものではないこと、犬
の狂犬病予防接種は飼い主の義務であることを「明記」しております。
※なお、他問についても微修正を行っている箇所がございます。
　また、同内容につきましては各地方自治体にも情報提供しておりますので併せて情報提供します。

令和２年７月８日
厚生労働省　健康局結核感染症課
　　動物由来感染症指導係長　山田　大悟
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広告
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広第４２３－２号
令和２年７月９日

（公社）埼玉県獣医師会
　会長　髙橋　三男　様

埼玉県知事　大野　元裕（公印省略）

「埼玉県ＬＩＮＥコロナお知らせシステム」の登録について（依頼）

　埼玉県の新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の実施につきましては、県民の皆様、そして、事業
者の皆様に御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　また、各団体の皆様には、業種別に団体等のガイドラインを「彩の国『新しい生活様式』安心宣言と
して自主的に作成していただき、その宣言に基づく対策を講じていただいております。併せて、御礼を
申し上げます。
　さて、５月25日の緊急事態宣言の解除後、６月17日に施設使用停止等の協力要請を全て解除しました。
また、イベントの開催制限についても、７月10日にはコンサートなどのイベントにおける観客の上限を、
5,000人以下かつ屋内では収容率50パーセント以下に緩和する予定など、段階的に進めているところで
す。
　そこで、感染拡大の防止と社会経済活動の両立を図る取組として、この度「埼玉県ＬＩＮＥコロナお
知らせシステム」を、７月10日から開始いたします。
　このシステムにより、これまで感染経路の追跡が困難であった不特定多数の方が利用する店舗、施設、
イベント等で、感染者と同じ時間にその場所にいた方へのアプローチが可能となります。そうした方々
が、いち早く専門の窓口に相談できるようになるため、感染拡大の防止に大変有効であります。
　各団体の皆様には、このシステムへの登録を推進していただき、多くの事業者の方に参加していただ
きますよう、ご協力をお願いいたします。
　なお、システムの概要や利用の流れは以下のＵＲＬをご覧ください。
　http://www.pref.saitama.lg.jp/a0701/covid19/line_corona-oshirase_top.html
　また、登録方法につきましては、別添のとおりです。

（別添）

１　埼玉県ホームページの「埼玉県ＬＩＮＥコロナお知らせシステム」の事業者用ページにある「ＱＲ
コード発行フォーム」にアクセスします。
　　http://www.pref.saitama.lg.jp/a0701/covid19/line_corona-oshirase.html
　　※　７月10日（金）８：30頃からアクセス可能

２　ＱＲコード発行フォームに必要な情報を入力し、利用規約に同意します。

【事業者が、発行フォームに入力する情報】
　⑴　業態：（次から１つを選択）
　　　「食事提供施設」「劇場等」「集会・展示施設」「博物館等」
　　　「運動施設・遊戯施設」「遊興施設」「商業施設」
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　　　「屋内イベント」「屋外イベント」「避難所」「その他」
　⑵　利用規模数（次から１つを選択）
　　　「１～49人／日」
　　　「50人～199人／日」
　　　「200人～499人／日」
　　　「500人～999人／日」
　　　「1,000人～／日」
　⑶　施設・店舗・イベント名
　⑷　郵便番号、住所
　⑸　電話番号
　⑹　メールアドレス

３　登録完了です。案内に従いＱＲコードをダウンロードします。

４　ダウンロードしたＱＲコードを印刷し、店舗等の入口など、利用者が分かりやすい場所、読み取り
やすい場所に掲示してください。
　　タブレット端末等の画面に表示する方法も可能です。

５　来店者・利用者、従業員にＱＲコードの読み取りを呼びかけてください。

（システムに関する問合せ）　　　　　　　　　　　　
担　当：保健医療部感染症対策課企画宿泊・療養担当
電　話：０４８－８３０－７５０２　　　　　　　　
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年　月　日 産　業　動　物 小　　　　動　　　　物 公　衆　衛　生
４月
₅月

₆月19日（金） 
～21日（日）

第100回日本獣医麻酔外科学会/第112回日本獣医循環器学会/第67回日本獣医画像診断学会 
2020春季合同学会　（さいたま市　大宮ソニックシティ）→中止

₇月23日
（木・祝）

東支部 
「乳腺腫瘍」 
日本小動物医療センター　小林　哲也　先生 
病理組織検査ノースラボ　賀川　由美子　先生 

（越谷市　越谷サンシティ）→中止
₈月

₉月₆日（日） 令和₂年度　関東・東京合同地区獣医師大会（栃木）獣医学術関東・東京合同地区学会
（宇都宮市　栃木県総合文化センター）→1年延期

10月18日（日）

東支部 
「整形外科（未定）」 
東京大学付属動物医療センター　本阿彌　宗紀　先生 

（越谷市　越谷サンシティ）
11月

12月₆日（日）

東支部 
「画像診断（未定）」 
日本小動物医療センター　戸島　篤史　先生 

（越谷市　越谷サンシティ）

令和₃年 
₁月17日（日）

南支部 
「演題　未定」 
日本小動物医療センター　小林　哲也　先生 

（場所　未定）
１月22日（金） 
～24日（日）

令和₂年度  日本獣医師会獣医学術学会年次大会（兵庫） 
（神戸国際会議場・展示場）→中止

₁月
農林支部 
令和₂年度埼玉県家畜保健衛
生業績発表会

₂月11日
（木・祝）

北支部 
「画像診断（未定）」 
日本小動物医療センター　戸島　篤史　先生 

（場所　未定）

₂月
衛生支部 
健康福祉研究発表会 
食肉衛生技術研修会

₃月

令和₂年度埼玉県獣医師会学術広報版令和₂年度埼玉県獣医師会学術広報版
（令和₂年７月2０日現在）
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７月10日　日本獣医師会事務・事業推進会議（東
京都　TKPガーデンシティPREMIUM
田町）→　書面協議

７月16日　埼玉県狂犬病予防協会総会（さいたま
市　さいたま商工会議所会館）

７月23日　東支部学術講習会（越谷市　越谷サン
シティ）→　開催中止

８月６日　埼玉県畜産会臨時総会（熊谷市　ホテ
ルヘリテイジ）

９月６日　関東・東京合同地区獣医師大会（栃木）
（栃木県栃木市　栃木総合文化セン
ター）→　１年延期

10月２日　全国獣医師会会長会議（東京都　ホテ
ルアジュール竹芝）

10月３日　2020動物感謝デーinJAPAN（東京都　
上野公園）

10月18日　東支部学術講習会（越谷市　越谷サン
シティ）

11月９日　第64回埼玉県公衆衛生大会（さいたま
市　埼玉会館）

11月21日～22日　2020彩の国食と農林業ドリーム
フェスタ（草加市　まつばら綾瀬川公
園）

12月６日　東支部学術講習会（越谷市　越谷サン
シティ）

令和３年
１月17日　南支部学術講習会（場所未定）
１月22日～24日　令和２年度日本獣医師会獣医学

術学会年次大会（神戸市　神戸国際会
議場・展示場）→　開催中止

２月11日　北支部学術講習会（場所未定）

事　務　局　メ　モ
ホームページ会員専用ページ　入室は　URL  http://www.saitama-vma.org/

ID：SVMA（半角・大文字）　パスワード：MITSUO（半角・大文字）
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編　集　後　記
　また起きた豪雨被害に言葉がありません。九
州地方、西日本地方の激甚災害に対して心より
お見舞い申し上げます。今年ほど梅雨が明ける
のが待ち遠しい年はありません！最近は豪雨や
台風の被害に対し、「50年に一度」や「命を守
るために避難を」などのフレーズを関係省庁が
使っているが、毎年続くためその言葉に慣れて
しまうことが恐ろしい。被災地ではそれどころ
ではない、既にCOVID-19で大変なところ本当
にお気の毒です。埼玉県は今までこのような激
甚災害に見舞われたことはなく、恵まれている
事を心に刻んでおくべきだろう。
　５月25日に緊急事態宣言が解除された時点で
はCOVID-19が沈静化して行くのかと思われた
が、すでに第二波と言ってもいいであろう状況
になっている。東京は３ケタの発生が続き、首
都圏の3県も増え続けており、全国から東京が
嫌われ出した。大野県知事も県民に自粛を呼び
掛けている。世界中が未知の災難に突入し、残
念ながら留まるところを知らない。
　我々の仲間である保健所の獣医師の先生方は
保健医療部の所属であるが、昨年は養豚場の豚
熱予防注射に借り出され、今年はCOVID-19発
生以来６月中旬まで県庁から保健所に連絡が取
れない状態だったそうである、大変ご苦労様で
した。今後、第三波、第四波の発生する可能性
があるので、体調管理に十分注意して下さい。
　今回は大変有難い事に、獣医業に対して「国
民の安定的な生活確保を目的として生活必需
サービス業の一つとして、自己の健康を第一に
考えて事業継続を」として認めて頂いた。しか
し、休業を余儀なくされ、廃業、倒産をした業
種の事を思うと誠に残念である。それを胸に、
我々はより一層の社会貢献をしなければならな
い。その為の国家資格であると思っている。昔
も今も、獣医師と言う職業に誇りを持って己を
顧みずに献身的に社会に貢献されている仲間が
居る。狂犬病が発生していた時代に、感染犬に
咬まれ、脊髄注射の後遺症で車椅子生活となり、
小鳥の診療を専門とされた田園調布で開業され
ていた東京都獣医師会の高橋先生や、同じ頃に
危険を顧みずに多くの狂犬病感染犬の診断、鑑
定をされた大先輩の先生方。そして、産業動物
が中心ではあるが、結核、ブルセラ症、破傷風、

鳥インフルエンザなど、人と動物の感染症に対
し、昔も今も衛生、農林の獣医師の先生方は十
分な防御をしているとはいえ、己への感染を顧
みずに献身的に仕事をされている。このような
時だからこそ改めて先生方に心から敬意を表し
ます。
　現代は己さえ良ければ！の自己中心主義が社
会を覆いつつある中で、こんな時こそ日本で長
い間培われてきた長屋文化を今一度思い起こし
て、我々が率先して己の事だけでなく隣人、他
人をも愛し、日本の文化「向こう三軒両隣」を
繋げて行くべきではないだろうか？
　そして、戦後の教育を否定する訳ではないが、
この数十年マスコミやテレビが、「自由」「プラ
イバシー」ばかりを問題視して自由を履き違え、

「責任」や「協力・協調」を疎かにして来た結
果ではないだろうか？ワイドショーなどは責任
を取らずにコメンテーターとやらが人を責める
ばかりの映像が垂れ流しだ。そんな状況で女子
プロレスラーがSNSに責められて自殺に追い込
まれてしまった。政府がやっと重い腰を上げた
様だが、自身が言ったことに対して責任を取る
という日本の文化は何処に行ってしまったの
か？全てが自己中心のトランプさんと同じでは
将来が危ぶまれる。
　埼玉県獣医師会も全ての面でCOVID-19に大
きな影響を受けている。狂犬病集合注射、各委
員会、理事会、総会、各支部の学術講習会、厚
生委員会主催のソフトボール大会などなど、残
念だが殆ど全ての会合が中止や縮小せざるを得
ない状況だ。何時まで続くのか？見通しが立た
ない。治療薬、ワクチンの開発が待たれるとこ
ろである。早く臨床に使いたいのは分かるが、
ワクチンに関しては我々狂犬病ワクチンを扱う
者としては「安全」と言う言葉が常につきまと
う。関係者の方々は並々ならぬ努力をされてい
る事でしょうが、川崎医大の中野教授は「先走
りの先頭争いや権利の独占ではなく、安全で有
効な本当にいいワクチンを供給するという観点
が大切だ」と指摘しているが、まさにその通り
のワクチンが世に出る事を望みます。
　豪雨災害、長すぎる梅雨、猛暑とイヤな事ば
かりであるが、会員の皆様にはご自愛成されて
この夏を乗り切って頂きたい。 （不動）



わたくしたち埼玉県獣医師会員は、それぞれの
職域において、その責務を遂行し、県民の福祉
増進に寄与するため、ここに会員憲章を定めま
す。
わたくしたち埼玉県獣医師会員は

１．動物の生命を守り、ひとびとの生活を豊
かにしよう

１．獣医学術を研鑽向上し、確信を持って業
務に邁進しよう

１．動物愛護思想を向上し、心豊かな生活を
しよう

１．環境衛生を向上し、福祉増進の実をあげ
よう

１．職域を尊重し、倫理の昂揚をはかろう

公益社団法人 埼玉県獣医師会員憲章
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